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大阪大学ハラスメント相談室 （秘密厳守）
豊中地区 ０６－６８５０－５０２９、０６－６８５０－６００６
吹田地区 ０６－６８７９－７１６９
箕面地区 ０７２－７３０－５１１２

大阪大学HP https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/student/prevention_sh

ハラスメント相談室会議 議長 坂東 隆男

○アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントの防止のためには
・自身の立場と言動のもつ影響力を自覚し、相手への配慮を保つ。
・ハラスメントが重大な人権侵害行為であることを認識し十分に注意をする。
・日頃から周囲と十分なコミュニケーションを取り相互の信頼関係を保つ。

○セクシャル・ハラスメントの防止のためには
・相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくす。
・性の違いを優劣差として見る意識をなくす。
・自分の立場を自覚し、社会にある性差別に常に注意を払う。
・妊娠・出産をした者に対していたわりの心を持って接する。
・育児休業や介護休業等に関する正しい認識を持ち理解する。

相談希望の方はまずはお電話をください

大阪大学の構成員全体であらゆるハラスメントを根絶・撲滅しましょう。

ハラスメント相談室会議 議長からのメッセージ

大阪大学のすべての構成員は、ハラスメントを行ってはなりません。

○そのために基本的な心構えとして
・お互いの人格を尊重し合う。
・お互いが大切なパートナーであるという意識を持つ。

ハラスメントのない健全で快適なキャンパス環境を醸成し、 維持
しましょう。
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